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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陳列された物品を撮影した撮影画像から、物品を認識する認識手段と、
　前記物品が陳列された什器に関連する什器情報に基づき、前記認識手段によって物品が
認識されなかった領域のうち、物品が存在している可能性がある領域を検出する検出手段
と、を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記什器情報は、（ａ）前記什器を撮影した撮影画像の撮影時刻より過去の時刻に該什
器を撮影した撮影画像に対する前記認識手段による認識結果、（ｂ）前記什器における推
奨される棚割りの情報、（ｃ）前記什器の段数または列数、（ｄ）前記什器の各段または
各列に配置可能な物品数、および、（ｅ）前記什器に陳列された物品の陳列に関する条件
を示す情報、の少なくとも何れかである、ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装
置。
【請求項３】
　前記認識手段は、前記物品の認識の際に使用する認識パラメータを、（ａ）前記什器を
撮を撮影した撮影画像に対する前記認識手段による認識結果、（ｃ）前記什器における推
奨される棚割りの情報、の少なくとも何れかに基づいて変化させ、前記検出された領域に
含まれる物品を認識する、ことを特徴とする、請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記検出手段は、更に、前記認識手段によって認識された物品の物品間距離、認識され
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た物品と前記什器の外縁との距離、認識された物品の大きさ、および、物品が認識されな
かった領域に含まれる特徴点の数の少なくとも何れかに基づいて、前記認識手段によって
認識されなかった物品の領域を検出する、ことを特徴とする請求項１から３の何れか１項
に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記検出手段は、更に、（ａ）前記什器を撮影した撮影画像の撮影時刻より過去の時刻
に該什器を撮影した撮影画像に対する前記認識手段による認識結果、（ｂ）前記什器にお
ける推奨される棚割りの情報、（ｃ）前記什器に陳列された物品の陳列に関する条件を示
す情報、（ｄ）物品の発注情報、および、（ｅ）物品の売上情報、の少なくとも何れかに
基づいて、前記認識手段によって認識された物品のうち、誤認識の可能性が高い物品を判
定し、誤認識の可能性が高いと判定した物品の前記撮影画像上における領域を検出する、
ことを特徴とする請求項１から４の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記検出手段によって、検出された領域を示す情報を画面に表示させる表示制御手段を
更に備える、ことを特徴とする請求項１から５の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記領域に存在する可能性がある物品の候補を選択可能に前記画
面に表示させる、ことを特徴とする、請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記画面に表示された物品の候補に対する選択結果に基づいて、前記什器を撮影した撮
影画像に対する前記認識手段による認識結果を修正する修正手段、を更に備えることを特
徴とする、請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、前記領域に存在する可能性がある物品の候補を、（ａ）前記什器
を撮影した撮影画像の撮影時刻より過去の時刻に該什器を撮影した撮影画像に対する前記
認識手段による認識結果、（ｂ）前記什器における推奨される棚割りの情報、（ｃ）前記
什器を撮影した撮影画像に対する前記認識手段による認識結果、（ｄ）前記什器に陳列さ
れた物品の陳列に関する条件を示す情報、（ｅ）物品の発注情報、および、（ｆ）物品の
売上情報、の少なくとも何れかに基づいて決定する、ことを特徴とする請求項７または８
に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　陳列された物品を撮影した撮影画像において、物品が認識されなかった領域のうち、物
品が陳列された什器に関連する什器情報に基づいて検出された、物品が陳列されている可
能性がある領域を、画面に表示させる表示制御装置。
【請求項１１】
　陳列された物品を撮影した撮影画像から、物品を認識し、
　前記物品が陳列された什器に関連する什器情報に基づき、物品が認識されなかった領域
のうち、物品が存在している可能性がある領域を検出する、ことを特徴とする画像処理方
法。
【請求項１２】
　陳列された物品を撮影した撮影画像から、物品を認識する処理と、
　前記物品が陳列された什器に関連する什器情報に基づき、物品が認識されなかった領域
のうち、物品が存在している可能性がある領域を検出する処理と、をコンピュータに実行
させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、表示制御装置、画像処理方法、および、記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　商品を販売する店舗では、商品の売り上げは、商品の陳列状態に依存することが知られ
ている。そのため、商品の陳列状態を効率的に取得する方法が求められている。
【０００３】
　特許文献１には、複数種の商品が陳列されている状態を撮像した画像から陳列されてい
る商品を認識する商品管理装置が記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、商品陳列棚に陳列された商品が撮影された画像から商品の商品
画像を切り出すことにより、該商品を認識する方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１２６５３２号公報
【特許文献２】特開２０１３－２５０６４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　商品が陳列される棚の撮影画像は、撮影時の照明の位置、撮影画角、遮蔽等の様々な環
境による影響を受ける。このような撮影画像に対して商品の認識を行う際、例えば、認識
対象の商品が特定の商品であると認識するか否かの境界の値であって、特定する商品との
類似度の値である認識閾値を、誤認識を防ぐために、より高く設定したとする。この場合
、撮影画像が環境による影響を受けているため、類似度が低くなってしまい、商品として
認識されない認識漏れが増えてしまう可能性がある。一方、認識漏れを防ぐために、認識
閾値をより低く設定すると、他の異なる商品に認識されてしまう誤認識の発生率が増えて
しまう可能性がある。
【０００７】
　上述した特許文献１および２に記載の技術では、このような環境による影響が考慮され
ていない。そのため、特許文献１および２に記載の技術では、誤認識を防ぐように認識閾
値を設定した場合、商品として認識されない認識漏れの領域が増えてしまう可能性がある
。したがって、このような場合、特許文献１および２の技術では、認識漏れが発生した領
域に存在する商品が、認識されないままになってしまい、認識結果の精度が低くなってし
まう。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、認識漏れが発生している
蓋然性の高い領域を、より高精度に検出可能な技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る画像処理装置は、陳列された物品を
撮影した撮影画像から、前記物品を認識する認識手段と、前記物品が陳列された什器に関
連する什器情報に基づき、前記撮影画像に含まれる物品であって、前記認識手段によって
認識されなかった物品の領域を検出する検出手段と、を備える。
【００１０】
　また、本発明の一態様に係る表示制御装置は、陳列された物品を撮影した撮影画像のう
ち、前記物品が認識されなかった領域であって、前記物品が陳列されている可能性がある
領域を、前記物品が認識されていない領域として画面に表示させる。
【００１１】
　また、本発明の一態様に係る画像処理方法は、陳列された物品を撮影した撮影画像から
、前記物品を認識し、前記物品が陳列された什器に関連する什器情報に基づき、前記撮影
画像に含まれる物品であって、認識されなかった物品の領域を検出する。
【００１２】
　なお、上記各装置または方法を、コンピュータによって実現するコンピュータプログラ
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ム、およびそのコンピュータプログラムが格納されている、コンピュータ読み取り可能な
記憶媒体も、本発明の範疇に含まれる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、認識漏れが発生している蓋然性の高い領域を、より高精度に検出する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る画像処理装置の機能構成の一例を示す機能ブロ
ック図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態に係る画像処理装置の機能構成の一例を示す機能ブロ
ック図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係る画像処理装置の認識部の動作を説明するための
図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る画像処理装置の認識部による認識結果を説明す
るための図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る画像処理装置の検出部が出力する検出結果を説
明するための図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る画像処理装置の動作の流れの一例を示すフロー
チャートである。
【図７】本発明の第３の実施の形態に係る画像処理装置を含むシステムの構成の一例を示
す図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係る画像処理装置の機能構成の一例を示す機能ブロ
ック図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態に係る画像処理装置の表示制御部によって、表示部に
表示された表示画像の一例を示す図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態に係る画像処理装置の表示制御部によって、表示部
に表示された表示画像の他の例を示す図である。
【図１１】本発明の第３の実施の形態に係る画像処理装置の表示制御部によって、表示部
に表示された表示画像の更に他の例を示す図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態に係る画像処理装置の動作の流れの一例を示すフロ
ーチャートである。
【図１３】本発明の各実施の形態を実現可能なコンピュータ（情報処理装置）のハードウ
ェア構成を例示的に説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　＜第１の実施の形態＞
　本発明の第１の実施の形態について、図面を参照して説明する。本実施の形態では、本
発明の課題を解決する基本の構成について説明する。図１は、本実施の形態に係る画像処
理装置１００の機能構成の一例を示す機能ブロック図である。図１に示す通り、本実施の
形態に係る画像処理装置１００は、認識部１１０と、検出部１２０とを備えている。また
、図面中の矢印の方向は、一例を示すものであり、ブロック間の信号の向きを限定するも
のではない。以降に参照する、他のブロック図においても同様に、図面中の矢印の方向は
、一例を示すものであり、ブロック間の信号の向きを限定するものではない。
【００１６】
　認識部１１０は、陳列された物品（商品）を撮影した撮影画像から、該撮影画像に含ま
れる物品を認識する。認識部１１０が物品を認識する方法は特に限定されず、一般的な認
識手法であってもよい。認識部１１０は、撮影画像と、該撮影画像から認識した物品を示
す情報とを、検出部１２０に出力する。
【００１７】
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　検出部１２０は、認識部１１０から、撮影画像と、該撮影画像から認識部１１０が認識
した物品を示す情報と、を受信する。そして、検出部１２０は、物品が陳列された什器に
関連する什器情報に基づいて、受信した撮影画像に含まれる物品であって、認識部１１０
が認識しなかった物品の領域を検出する。
【００１８】
　このように、本実施の形態に係る画像処理装置１００は、撮影画像から認識部１１０が
認識しなかった物品の領域を、検出部１２０が検出する。このとき、検出部１２０は、什
器情報に基づいて、撮影画像の中から物品が認識されていない領域を検出する。これによ
り、画像処理装置１００は、認識漏れが発生している蓋然性の高い領域を、より高精度に
検出することができる。
【００１９】
　＜第２の実施の形態＞
　次に、上述した第１の実施の形態を基本とする、本発明の第２の実施の形態について、
図面を参照して説明する。図２は、本実施の形態に係る画像処理装置２００の機能構成の
一例を示す機能ブロック図である。なお、説明の便宜上、前述した第１の実施の形態で説
明した図面に含まれる部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付す。
【００２０】
　図２に示す通り、本実施の形態に係る画像処理装置２００は、認識部１１０と、検出部
１２０と、受信部２１０と、を備えている。また、画像処理装置２００は、更に、記憶部
２２０を備える構成であってもよい。
【００２１】
　受信部２１０は、陳列された物品を撮影した撮影画像を受信する手段である。撮影画像
は、例えば、非定点カメラ等の撮像装置によって撮影された画像である。
【００２２】
　受信部２１０は、この撮影画像を、例えば、撮像装置から受信する。なお、受信部２１
０が撮影画像を受信する方法は、特に限定されない。例えば、受信部２１０は、画像処理
装置２００にＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ケーブル等を用いて
接続された撮像装置から、撮影画像を受信するものであってもよい。また、例えば、受信
部２１０は、画像処理装置２００とネットワークを介して接続された撮像装置から、撮影
画像を受信するものであってもよい。また、受信部２１０は、例えば、撮影画像が蓄積さ
れた記憶装置等から、撮影画像を受け取ってもよい。なお、受信部２１０は、撮影画像と
共に、該撮影画像が撮影された位置および／または撮影した什器の位置を示す位置情報（
撮影画像情報と呼ぶ）を受信する。
【００２３】
　そして、受信部２１０は、受信した撮影画像と、該撮影画像に関連付けられた撮影画像
情報とを、認識部１１０に供給する。
【００２４】
　記憶部２２０には、撮影画像内に含まれる物品を認識するための情報が格納されている
。具体的には、記憶部２２０には、物品の画像、および／または、物品の画像に含まれる
特徴量が、該物品を識別する情報（例えば、物品を識別するための識別子、物品名等）に
紐付けられて、格納されている。なお、記憶部２２０に格納される情報は、物品を認識す
るために必要な情報であればよい。また、物品を識別するための情報には、物品の種類（
カテゴリ）を表す情報が紐付けられている。
【００２５】
　また、記憶部２２０には、物品が陳列された什器に関連する什器情報が格納されている
。什器情報は、什器毎に什器が設置された場所を示す設置位置情報を含む。また、什器情
報は、上記設置位置情報に関連付けられた、以下の（ａ）～（ｅ）を含む。
（ａ）什器を撮影した撮影画像の撮影時刻より過去の時刻に該什器を撮影した撮影画像に
対する、認識部１１０による認識結果（過去の陳列結果と呼ぶ）、
（ｂ）什器において推奨される棚割りの情報、
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（ｃ）什器の段数、
（ｄ）什器の各段に配置可能な物品数、
（ｅ）什器に陳列された物品の陳列に関する条件を示す情報。
【００２６】
　ここで、什器の各段に配置可能な物品数は、什器の各段に物品を配置することができる
スロットの数（スロット数）と言い換えることができる。
【００２７】
　なお、上記（ａ）は、認識部１１０によって記憶部２２０に格納されるものである。ま
た、上記（ｂ）～（ｅ）は、記憶部２２０に予め格納される。また、記憶部２２０には、
什器情報として、什器サイズが格納されていてもよい。
【００２８】
　ここで、上記（ｅ）は、例えば、全てのスロットに物品が配置されるという条件を示す
情報を含む。また、（ｅ）は、例えば、同一の物品名を有する物品は、連続して並ぶとい
う条件、および、同一の種類の物品は、近接した位置に陳列されるという条件を含んでも
よい。
【００２９】
　また、記憶部２２０には、物品の発注（または仕入）を示す情報（発注情報と呼ぶ）と
、ＰＯＳ（Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　Ｓａｌｅ）システム等によって管理された売上情報とが格
納されている。
【００３０】
　なお、物品を認識するための情報、什器情報、発注情報および売上情報は、同じ記憶装
置（例えば、記憶部２２０）に格納されるものであってもよいし、夫々、異なる記憶装置
に格納されるものであってもよい。
【００３１】
　また、記憶部２２０は、画像処理装置２００内に内蔵されるものであってもよいし、画
像処理装置２００とは別個の記憶装置によって実現されるものであってもよい。
【００３２】
　認識部１１０は、受信部２１０から撮影画像を受信する。認識部１１０は、記憶部２２
０に格納された、物品を認識するための情報を参照し、受信した撮影画像から、該撮影画
像に含まれる物品を認識する。認識部１１０が物品を認識する方法は、第１の実施の形態
に係る画像処理装置１００の認識部１１０と同様に特に限定されず、一般的な認識手法で
あってもよい。認識部１１０は、撮影画像と、該撮影画像から認識した物品を示す情報（
認識結果）とを、検出部１２０に出力する。
【００３３】
　ここで、認識部１１０の動作について、図３および図４を参照してさらに説明する。図
３は、本実施の形態に係る画像処理装置２００の認識部１１０の動作を説明するための図
であり、撮影画像の一例を示す図である。また、図４は、認識部１１０による認識結果を
説明するための図である。
【００３４】
　図３に示す通り、撮影画像には、複数の物品３１の画像が含まれる。なお、本実施の形
態では、撮影画像は、図３に示すような、１つの什器の全体を撮影した画像であるとする
が、これに限定されるものではない。撮影画像は、複数の什器を撮影したものであっても
よい。また、撮影画像は、１つの什器の一部を撮影したものであってもよい。また、図３
において、各物品３１内に記載の文字は、物品名を示している。
【００３５】
　図３の例では、物品が陳列された什器は、３段からなる。１番上の段（１段目と呼ぶ）
には、物品名が「スナックＡ」の物品が３つと、物品名が「スナックＢ」の物品が２つ陳
列されている。２段目には、「飴Ａ」～「飴Ｃ」の物品が夫々２つずつ陳列されている。
３段目には、「チョコレートＡ」～「チョコレートＨ」の物品が夫々１つずつ陳列されて
いる。
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【００３６】
　図３において、各物品３１を囲った破線の枠（物品画像領域３２）は、認識部１１０が
認識した物品３１の画像領域を示している。したがって、図３において、物品名が「チョ
コレートＣ」の物品と、「飴Ｂ」の２つの物品とは、認識部１１０によって認識されなか
った物品であるとする。
【００３７】
　認識部１１０は、認識した物品を示す情報（例えば、物品名）と、該物品３１の物品画
像領域３２を示す画像領域情報と、該物品３１の認識結果の確からしさを示す認識スコア
と、を認識結果として検出部１２０に出力する。この認識結果の一例を図４に示す。ここ
で、画像領域情報とは、撮影画像内における物品３１の物品画像領域３２の位置を示す位
置情報である。
【００３８】
　図４に示す通り、認識結果には、物品ごとに、認識した物品を示す物品名と、該物品３
１の認識スコアと、該物品３１の物品画像領域３２を示す位置情報（画像領域情報）と、
が含まれる。物品名、物品スコアおよび画像領域情報は、互いに関連付けられている。図
４において、１つの行には、認識した１つの物品３１の情報が含まれる。
【００３９】
　ここで、認識部１１０が、物品名が「スナックＡ」である物品を認識したとする。この
物品の物品画像領域３２の四隅の座標が、夫々、（ｘ１、ｙ１）、（ｘ２、ｙ２）、（ｘ
３、ｙ３）、（ｘ４、ｙ４）であり、認識スコアが「０．８０」であるとする。
【００４０】
　このとき認識部１１０は、図４に示す通り、「スナックＡ」の認識結果として、「スナ
ックＡ，０．８０，ｘ１，ｙ１，ｘ２，ｙ２，ｘ３，ｙ３，ｘ４，ｙ４」を出力する。
【００４１】
　なお、物品画像領域３２は、認識部１１０が認識した物品を外接する矩形であることが
好ましいが、これに限定されるものではない。物品画像領域３２は、物品の形状に合わせ
た領域であってもよい。
【００４２】
　また、認識結果は、これに限定されるものではなく、例えば、物品名に加えて、または
、物品名の代わりに、物品３１を示す識別子を含んでもよい。つまり、認識部１１０は、
認識した物品３１を示す情報を認識結果に含めてもよい。また、認識結果に含まれる画像
領域情報は、略矩形で示される物品画像領域３２の四隅の座標ではなく、例えば、四隅の
うちの一点の座標と、物品の幅と、物品の高さとであってもよい。つまり、認識部１１０
は、認識した物品３１の物品画像領域３２を示す情報を認識結果に含めてもよい。
【００４３】
　なお、上述した認識スコアは、１．０を上限とし、１．０に近い値ほど、信頼性が高い
ことを示しているが、認識スコアの表現方法はこれに限定されるものではない。
【００４４】
　また、認識部１１０は、認識結果に、例えば、ＪＡＮ（Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ａｒｔｉｃ
ｌｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）コード、物品の種類を示す情報（例えば、物品の種類名または種類
コード等）を含めてもよい。
【００４５】
　なお、認識部１１０は、認識スコアが所定の値より小さい物品に関する情報を、認識結
果に含めないという制御を行ってもよい。
【００４６】
　認識部１１０は、このような認識結果を、物品の認識を行った撮影画像および該撮影画
像の撮影画像情報と共に、検出部１２０に出力する。
【００４７】
　なお、図４に示した認識結果は一例であり、この形式に限定されるものではない。
【００４８】
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　また、認識部１１０は、検出部１２０から検出結果を受信して、この検出結果に基づい
て、物品の認識を行う。この動作については、検出部１２０の動作の説明を行った後に説
明する。
【００４９】
　検出部１２０は、認識部１１０から撮影画像と、該撮影画像の撮影画像情報と、該撮影
画像に対する物品の認識結果とを受信する。そして、検出部１２０は、物品が陳列された
什器に関連する什器情報に基づいて、受信した撮影画像に含まれる物品であって、認識部
１１０が認識しなかった物品の領域を検出する。このとき、参照する什器情報は、受信し
た撮影画像情報と一致または近似する、設置位置情報に関連付けられたものである。
【００５０】
　具体的には、検出部１２０は、撮影画像上の領域であって、物品が認識されていない領
域を検出する。そして、検出部１２０は、撮影画像および認識結果を用いて、検出した領
域のうち、認識漏れの可能性がある領域の候補の領域（候補領域と呼ぶ）を検出する。こ
の候補領域は、物品が配置される可能性が高い領域である。
【００５１】
　例えば、検出部１２０は、物品の上下間および左右間の距離（物品間距離と呼ぶ）を算
出する。検出部１２０は、算出した距離が所定の閾値より大きいか否かを判定し、該算出
した距離が所定の閾値より大きい場合、この距離が算出された領域を候補領域として検出
する。
【００５２】
　また、例えば、検出部１２０は、什器の上端と、認識部１１０によって認識された各物
品の物品画像領域３２の上端であって、この物品の上部に、他の物品が配置されていない
物品の物品画像領域３２の上端との距離を算出する。つまり、什器の最上段である１段目
に全ての物品が配置されている場合、検出部１２０は、１段目の物品の夫々の物品画像領
域３２の上端と、什器の上端との距離を算出する。１段目のあるスロットに物品が配置さ
れていない場合は、このスロットの真下にある、２段目（または２段目以降）のスロット
に配置された物品と、什器の上端との距離を算出する。そして、検出部１２０は、算出し
た距離が所定の閾値（第１の所定の閾値）より大きいか否かを判定し、該算出した距離が
所定の閾値より大きい場合、この距離が算出された領域を候補領域として検出する。
【００５３】
　同様に、検出部１２０は、什器の下端、左端および右端から、物品までの距離を算出し
、該算出した距離が所定の閾値より大きい場合、この距離が算出された領域を候補領域と
して検出する。なお、図３には、什器の左端を示す左端ラインを、一点鎖線を用いて示し
ている。このように、検出部１２０は、什器の外縁から物品までの距離を算出することに
より、候補領域を検出する。なお、上記所定の閾値は、什器情報として、記憶部２２０に
格納されるものであってもよい。
【００５４】
　検出部１２０は、図３における双方向矢印（３３）の部分を含む領域（３４）と、「飴
Ｂ」の物品の領域と、「チョコレートＣ」の物品の領域とを、候補領域として検出する。
【００５５】
　ここで、図３の撮影画像にて示される什器の１段目のスロット数は５であり、２段目の
スロット数は６であり、３段目のスロット数は８であるとする。このスロット数を示す情
報は、上述したとおり什器情報として記憶部２２０に格納されている。そして、検出部１
２０は、什器情報のうち、全てのスロットに物品が配置されるという条件を示す情報に基
づいて、この条件を満たさない領域を認識漏れの可能性が高い領域として検出する。
【００５６】
　図３の３段目は、上述したとおり、８つのスロットを有している。検出部１２０は、３
段目の認識結果として、７つの物品に関する情報を受信している。したがって、３段目は
、全てのスロットに物品が配置されるという条件を満たしていない。よって、検出部１２
０は、３段目に１つの物品の認識漏れがあることを検出する。そして、検出部１２０は、
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上述した候補領域のうち、３段目の領域である「チョコレートＣ」の物品の領域を、認識
漏れの可能性が高い領域として検出する。
【００５７】
　次に、図３の２段目について説明する。検出部１２０は、３段目の領域と同様に、全て
のスロットに物品が配置されるという条件に基づいて、２つの物品の認識漏れがあること
を検出する。検出部１２０は、領域３４の幅および／または高さが、第２の所定の閾値を
超えているか否かを判定する。そして、検出部１２０は、領域３４の幅および／または高
さが、第２の所定の閾値を超えているとき、該領域を認識漏れの可能性が高い領域として
検出する。本例では、領域３４の幅および／または高さが、第２の所定の閾値を超えてい
ないとする。そのため、検出部１２０は、領域３４が認識漏れの領域ではないと判定する
。
【００５８】
　この第２の所定の閾値は、例えば、什器に陳列される物品の平均サイズであってもよい
し、固定の値であってもよい。また、平均サイズおよび固定の値は、什器毎に設定される
ものであってもよいし、什器の段毎または列毎に設定されるものであってもよい。また、
この第２の所定の閾値は、什器情報として記憶部２２０に格納されるものであってもよい
。また、平均サイズは、検出部１２０が認識部１１０から受信した認識結果から求められ
るものであってもよい。これにより、検出部１２０は、認識漏れの物品の周辺の物品のサ
イズに基づいて、認識漏れの可能性が高い領域を検出することができる。
【００５９】
　なお、検出部１２０は、候補領域の画像の特徴点の量が所定の値より大きいか否かに基
づいて、候補領域のうち、認識漏れの可能性が高い領域を検出してもよい。例えば、領域
３４には、何も物品が配置されていないため、特徴点の数は少なくなる。一方、「飴Ｂ」
の物品の領域は、物品が配置されているため特徴点の数は、何も物品が配置されていない
場合と比べ多くなる。これらの結果に基づいて、検出部１２０は、領域３４を認識漏れの
可能性が高い領域ではないと判定し、「飴Ｂ」の物品の領域を認識漏れの可能性が高い領
域であると判定する。
【００６０】
　このように、検出部１２０は、認識された物品の物品間距離、認識された物品と什器の
外縁との距離、認識された物品の大きさ、および、物品が認識されなかった領域に含まれ
る特徴点の数の少なくとも何れかに基づいて、認識されなかった物品の領域を検出する。
これにより、検出部１２０は、認識漏れが発生している蓋然性の高い領域を、より高精度
に検出することができる。
【００６１】
　また、検出部１２０は、什器情報として、過去の陳列結果を用いて、認識漏れの可能性
が高い領域を検出してもよい。例えば、過去の陳列結果が、図３に示した全ての物品を認
識したことを示している場合、検出部１２０は、この過去の陳列結果と、認識部１１０か
ら出力された認識結果とを比較する。そして、検出部１２０は、比較により得られた差分
の領域を、認識漏れの可能性が高い領域であるとして、検出する。
【００６２】
　また、検出部１２０は、什器情報として、撮影対象の什器において推奨される棚割りの
情報と、認識結果とを比較することによって得られた差分の領域を、認識漏れの可能性が
高い領域であるとして検出してもよい。
【００６３】
　検出部１２０は、検出結果として、検出した、認識漏れの可能性が高い領域を示す情報
を、認識部１１０に出力する。
【００６４】
　なお、本発明の実施の形態に係る画像処理装置２００は、図３に示すように、物品が各
段に横に並んで陳列された什器を撮影した撮影画像を用いているが、これに限定されない
。例えば、画像処理装置２００は、縦に物品が並べられる什器を撮影した画像を用いても
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よい。この場合、什器の段数が、この什器の列に配置可能なスロット数となる。よって、
このような什器を撮影した撮影画像を用いても、検出部１２０は、認識漏れの可能性が高
い領域を検出することができる。
【００６５】
　検出部１２０は、更に、誤認識された物品の物品画像領域３２を検出することが好まし
い。以下では、検出部１２０が検出する誤認識された物品を検出する方法について説明す
る。
【００６６】
　まず、記憶部２２０に格納された什器情報のうち、什器に陳列された物品の陳列に関す
る条件を示す情報として、同一の物品名を有する物品は、連続して並ぶという条件が含ま
れる場合について説明する。同じ物品名を有する物品は、同じ什器内において、並べて配
置されることが多い。そのため、検出部１２０は、認識された物品のうち、この条件を満
たさない物品を誤認識された物品と判定する。
【００６７】
　また、記憶部２２０に格納された什器情報のうち、什器に陳列された物品の陳列に関す
る条件を示す情報として、同一の種類の物品は、近接した位置に陳列されるという条件が
含まれる場合について説明する。同じ種類の物品は、同じ什器内において、近接した位置
に配置されることが多い。このとき、認識結果には、物品の種類を示す情報が含まれるこ
とが好ましい。検出部１２０は、認識結果に含まれる、物品の種類を示す情報と、物品の
画像領域情報とに基づいて、認識された物品のうち、この条件を満たさない物品を誤認識
された物品と判定する。
【００６８】
　また、検出部１２０は、撮影画像が撮影された時刻より前の発注情報に基づいて、誤認
識された物品を判定することが好ましい。具体的には、検出部１２０は、認識された物品
と発注（仕入）された物品とを比較し、認識された物品が発注されていない場合、この物
品を誤認識された物品と判定する。
【００６９】
　また、検出部１２０は、撮影画像が撮影された時刻より前の売上情報に基づいて、誤認
識された物品を判定することが好ましい。具体的には、検出部１２０は、認識された物品
に関する売上情報を確認し、該物品が全て売れた物品である場合、この物品を誤認識され
た物品であると判定する。
【００７０】
　また、検出部１２０は、その他の什器情報に基づいて、誤認識された物品を判定しても
よい。例えば、過去の陳列結果に含まれる物品と、認識された物品とが大きく異なる場合
（例えば、カテゴリが違う物品の場合など）、検出部１２０は、この物品を誤認識された
物品と判定してもよい。また、物品の認識対象の什器に対する推奨される棚割りの情報と
、認識された物品とが大きく異なる場合（例えば、カテゴリが違う物品の場合など）、検
出部１２０は、この物品を誤認識された物品と判定してもよい。また、検出部１２０は、
受信した認識結果のうち、認識スコアが所定の値より小さい物品を、誤認識された物品と
して判定してもよい。
【００７１】
　そして、検出部１２０は、検出結果として、誤認識された物品として判定した物品の物
品画像領域３２を示す情報を認識部１１０に出力する。これにより、検出部１２０は、誤
認識された物品の物品画像領域３２を検出することができる。
【００７２】
　検出部１２０が出力する検出結果について、図５を参照して説明する。図５は、検出部
１２０が出力する検出結果を説明するための図である。
【００７３】
　ここで、検出部１２０が、認識漏れの領域として、（ｘ１、ｙ１）、（ｘ２、ｙ２）、
（ｘ３、ｙ３）、（ｘ４、ｙ４）を四隅の座標とする略矩形の領域を検出したとする。ま
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た、検出部１２０が誤認識された物品の物品画像領域３２として、（ｘ’１、ｙ’１）、
（ｘ’２、ｙ’２）、（ｘ’３、ｙ’３）、（ｘ’４、ｙ’４）を四隅の座標とする略矩
形の領域を検出したとする。このとき、検出部１２０は、図５に示す通り、認識漏れの検
出結果として、認識漏れであることを示す文字列「認識漏れ」と、認識漏れを検出した領
域を示す情報とからなる「認識漏れ，ｘ１，ｙ１，ｘ２，ｙ２，ｘ３，ｙ３，ｘ４，ｙ４
」を出力する。また、検出部１２０は、誤認識の検出結果として、誤認識であることを示
す文字列「誤認識」と、誤認識の物品の物品画像領域３２を示す情報（位置情報）とから
なる「誤認識，ｘ’１，ｙ’１，ｘ’２，ｙ’２，ｘ’３，ｙ’３，ｘ’４，ｙ’４」を
出力する。このように、図５において、１つの行には、検出した１つの領域の情報が含ま
れる。
【００７４】
　なお、検出部１２０が検出する領域は略矩形に限定されず、どのような形状であっても
よい。また、検出部１２０が出力する検出結果に含まれる領域を示す情報は、四隅の座標
に限定されず、検出部１２０が検出した領域を表現するものであればよい。また、図５に
示した検出結果は一例であり、この形式に限定されるものではない。
【００７５】
　次に、認識部１１０が、検出部１２０から検出結果を受信して、この検出結果に基づい
て、物品の認識を行う方法について説明する。
【００７６】
　認識部１１０は、検出部１２０から検出結果を受信すると、撮影画像上における、受信
した検出結果にて示される領域に対して、再度物品の認識を行う。このとき、認識部１１
０は、物品の認識を行う際に設定する認識パラメータを、以下の（Ａ）～（Ｃ）に基づい
て変化させて、物品の認識を行う。
（Ａ）認識部１１０による認識結果（認識部１１０が既に認識した物品の情報が含まれる
認識結果）、
（Ｂ）過去の陳列結果、
（Ｃ）什器において推奨される棚割りの情報。
【００７７】
　ここで、物品の認識を行う際に設定する認識パラメータとは、例えば、記憶部２２０に
格納された、認識に使用する情報によって示される物品に対する尤度である。認識部１１
０は、認識漏れの領域に対し、認識漏れの可能性が高いと判定される物品に対する尤度を
、上記（Ａ）～（Ｃ）の少なくとも何れかに基づいて算出する。
【００７８】
　認識部１１０が、例えば、（Ａ）に基づいて、上記尤度を算出する場合について説明す
る。例えば、図３において、認識されなかった「チョコレートＣ」と同じ段（３段目）に
は、チョコレートＡ、Ｂ、Ｄ～Ｈが陳列されている。この場合、認識部１１０は、認識結
果に基づいて、物品が認識されなかった領域が存在する段と同じ段に陳列された物品の物
品名に似た物品名の物品（この例の場合「チョコレート」が物品名に付く物品等）の尤度
を上げる。また、物品の種類を表す情報が認識結果に含まれる場合、認識部１１０は、認
識漏れの領域の周囲に配置された、認識された物品に対する物品の種類と同じ種類の物品
に対し、この物品の尤度を上げる。
【００７９】
　また、認識部１１０が、例えば、（Ｂ）に基づいて、上記尤度を算出する場合について
説明する。この場合、認識部１１０は、過去の陳列結果に含まれる物品であって、認識漏
れの領域と同じ位置および／または該位置の周囲に配置された物品の尤度を上げる。また
、物品の種類を表す情報が認識結果に含まれる場合、認識部１１０は、過去の陳列結果に
含まれる物品であって、認識漏れの領域と同じ位置および／または該位置の周囲に配置さ
れた物品の種類と同じ種類の物品に対し、この物品の尤度を上げる。
【００８０】
　また、認識部１１０が、例えば、（Ｃ）に基づいて、上記尤度を算出する場合について
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説明する。この場合、認識部１１０は、推奨される棚割りの情報に含まれる物品であって
、認識漏れの領域と同じ位置および／または該位置の周囲に配置された物品の尤度を上げ
る。また、物品の種類を表す情報が認識結果に含まれる場合、認識部１１０は、推奨され
る棚割りの情報に含まれる物品であって、認識漏れの領域と同じ位置および／または該位
置の周囲に配置された物品の種類と同じ種類の物品に対し、この物品の尤度を上げる。
【００８１】
　なお、認識部１１０は、上記尤度（認識パラメータ）を、物品の認識を行う領域が誤認
識された物品の領域か、認識漏れの領域かによって設定してもよい。例えば、物品の認識
を行う領域が誤認識された物品の物品画像領域３２である場合、認識部１１０は、この領
域に含まれる物品が、誤認識された物品として再度認識されないように、誤認識された物
品に対する尤度を下げる。
【００８２】
　このように、認識部１１０は、認識パラメータを変化させることにより、記憶部２２０
に格納された、認識に使用する情報を絞り込むことができる。これにより、認識部１１０
は認識処理の時間を短縮することができる。
【００８３】
　認識部１１０は、この算出した尤度に基づいて、検出結果によって示される領域に対し
て、物品の認識を行う。これにより、認識部１１０は誤認識を抑制することができる。
【００８４】
　そして、認識部１１０は認識結果を検出部１２０に出力する。このとき、認識部１１０
は、認識漏れの領域に対して認識した物品を示す情報を、前回の認識結果に追加する。ま
た、認識部１１０は、前回の認識結果のうち、検出部１２０によって誤認識と判定された
物品に対する情報を削除し、誤認識と判定された物品の物品画像領域３２に対して今回認
識した物品を示す情報を該前回の認識結果に追加する。これにより、認識部１１０は、新
たな認識結果を出力することができる。そして、認識部１１０は、検出部１２０から認識
漏れまたは誤認識を示す領域がないという検出結果を受け取るまで、検出部１２０に認識
結果を出力する。
【００８５】
　認識部１１０は、検出部１２０から認識漏れまたは誤認識を示す領域がないという検出
結果を受け取ると、この検出結果を受け取る直前に検出部１２０に出力した認識結果を、
物品の認識を行った撮影画像に対する物品の認識結果として、記憶部２２０に格納する。
認識部１１０が記憶部２２０に格納した認識結果は、次に同じ什器を撮影した撮影画像の
認識結果から見て、過去の陳列結果となる。したがって、認識部１１０および検出部１２
０は、この過去の陳列結果に基づいて、各部の処理を行うことができる。
【００８６】
　なお、認識部１１０は、所定の回数の検出結果を検出部１２０から受け取った後の認識
結果を、撮影画像に対する認識結果として、記憶部２２０に格納してもよい。また、認識
部１１０は、検出部１２０に認識結果を送信する際に、この認識結果を、記憶部２２０に
格納してもよい。
【００８７】
　（画像処理装置２００の動作の流れ）
　次に、図６を参照して、画像処理装置２００の動作の流れについて説明する。図６は、
本実施の形態に係る画像処理装置２００の動作の流れの一例を示すフローチャートである
。
【００８８】
　まず、受信部２１０が撮影画像を受信する（ステップＳ１）。次に、認識部１１０がス
テップＳ１で受信部２１０が受信した撮影画像に対して、物品の認識を行う（ステップＳ
２）。
【００８９】
　その後、検出部１２０が、撮影画像から、物品が認識されなかった領域であって、物品
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が含まれている可能性が高い領域（認識漏れの領域）を、什器情報に基づいて検出する（
ステップＳ３）。また、検出部１２０は、物品が認識されているが、誤認識の可能性が高
い物品を判別し、該物品の物品画像領域３２を検出する（ステップＳ４）。なお、ステッ
プＳ３とステップＳ４とは同時に行われてもよいし、逆順で行われてもよい。
【００９０】
　そして、認識部１１０は、認識漏れおよび／または誤認識の領域が検出されたか否かを
確認する。具体的には、認識部１１０は、検出部１２０から受信した検出結果に認識漏れ
および／または誤認識の領域が示されているか否かを確認する（ステップＳ５）。検出結
果に認識漏れおよび／または誤認識の領域が示されている場合（ステップＳ５にてＹＥＳ
）、認識部１１０は、検出部１２０による検出結果によって示される領域に対し、物品の
再認識を行う（ステップＳ６）。そして、検出部１２０は、再度ステップＳ３を実行し、
認識漏れの領域を検出する。
【００９１】
　検出結果に認識漏れおよび／または誤認識の領域が示されていない場合（ステップＳ５
にてＮＯ）、認識部１１０は、認識結果を記憶部２２０に格納し、処理を終了する（ステ
ップＳ７）。
【００９２】
　（効果）
　本実施の形態に係る画像処理装置２００によれば、認識漏れが発生している蓋然性の高
い領域を、より高精度に検出することができる。なぜならば、検出部１２０が、撮影画像
から認識部１１０が認識しなかった物品の領域を、什器情報に基づいて、検出するからで
ある。
【００９３】
　一般的に、認識処理では、認識閾値を設定し、この認識閾値に基づいて、認識結果を出
力する。しかしながら、認識部１１０が、認識閾値をより低く設定すると、誤認識の発生
率が増えてしまう。そのため、本実施の形態における認識部１１０は、誤認識の発生率を
より効果的に抑える値に、認識閾値を設定する。しかしながら、一般的に、認識閾値を高
く設定すると、認識漏れの領域が増える可能性が高い。本実施の形態に係る画像処理装置
２００によれば、検出部１２０が、什器情報に基づいて、このような認識漏れの領域を検
出することができる。
【００９４】
　したがって、認識部１１０は、この検出された認識漏れの領域に対してのみ、認識パラ
メータを変更して、再度、物品の認識を行うことができる。これにより、認識漏れおよび
誤認識をより防ぐことができる。
【００９５】
　したがって、本実施の形態に係る画像処理装置２００は、より精度の高い棚割りを示す
情報を、撮影画像から取得することができる。
【００９６】
　＜第３の実施の形態＞
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。第３の実施の形態も、第２の実施
の形態と同様に、上述した第１の実施の形態を基本とする。図７は、本実施の形態に係る
画像処理装置３００の機能構成の一例を示す機能ブロック図である。なお、説明の便宜上
、前述した第１および第２の実施の形態で説明した図面に含まれる部材と同じ機能を有す
る部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。本実施の形態に係る画像処理
装置３００は、上述した第２の実施の形態に係る画像処理装置２００に、更に、表示制御
部と、修正部とを備える構成である。
【００９７】
　まず、本実施の形態に係る画像処理装置３００を含むシステムの構成の一例について、
図７を参照して説明する。図７は、本実施の形態に係る画像処理装置３００を含むシステ
ムの構成の一例を示す図である。図７に示す通り、システムは、画像処理装置３００と、
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撮像装置４００と、表示操作装置５００とを備えている。
【００９８】
　画像処理装置３００は、撮像装置４００と通信可能に接続されている。撮像装置４００
は、陳列された物品を撮影する。そして、撮像装置４００は、撮影した画像（撮影画像）
を画像処理装置３００に送信する。撮像装置４００は、例えば、非定点カメラ等によって
実現される。
【００９９】
　表示操作装置５００は、画像処理装置３００と通信可能に接続されている。表示操作装
置５００は、画像処理装置３００にネットワークを介して接続してもよいし、画像処理装
置３００に直接接続してもよい。表示操作装置５００は、図７に示す通り、表示部５１０
と入力部５２０とを備えている。
【０１００】
　なお、本実施の形態では、表示操作装置５００が画像処理装置３００とは別個の構成で
あるとして説明を行うが、表示操作装置５００は画像処理装置３００と一体となって形成
されるものであってもよい。
【０１０１】
　表示操作装置５００は表示部５１０と入力部５２０とが一体となって形成されている、
例えば、タッチパネルである。表示部５１０は、画像処理装置３００から送信された信号
に基づき、画面にユーザが操作を行うＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ）等を表示する表示デバイスである。
【０１０２】
　入力部５２０は、ユーザによる指示を検知するデバイスである。入力部５２０は、画面
に対して、行われた指示の位置（画面上の座標）を検知する。入力部５２０は、例えば、
表示操作装置５００がタッチパネルであるとき、画面上に接触／近接した物体による入力
操作を検知する。また、入力部５２０は、例えば、ユーザがマウス等を操作することによ
り入力した入力操作を検知する。入力部５２０は、検知結果を入力操作信号として、画像
処理装置３００に送信する。
【０１０３】
　次に画像処理装置３００について、図８を参照して説明する。図８は、本実施の形態に
係る画像処理装置３００の機能構成の一例を示す機能ブロック図である。図８に示す通り
、画像処理装置３００は、認識部１１０と、検出部１２０と、受信部２１０と、表示制御
部３１０と、修正部３２０とを備えている。また、画像処理装置３００は、更に、記憶部
２２０を備える構成であってもよい。
【０１０４】
　受信部２１０は、撮像装置４００から送信された撮影画像を受信し、認識部１１０に出
力する。
【０１０５】
　記憶部２２０には、第２の実施の形態に係る記憶部２２０が格納する情報に加え、表示
部５１０に表示するための物品画像が、物品を識別する情報に紐付けられて、格納されて
いる。なお、表示部５１０に表示するための物品画像は、物品を認識するために必要な情
報として格納された物品の画像そのものであってもよいし、物品を示す見本画像であって
もよい。
【０１０６】
　認識部１１０は、第２の実施の形態に係る認識部１１０と同様に、受信した撮影画像か
ら、該撮影画像に含まれる物品を認識する。そして、認識部１１０は、認識結果を検出部
１２０に出力する。
【０１０７】
　また、認識部１１０は、検出部１２０から検出結果を受信した場合、この検出結果に基
づいて、認識パラメータを変化させ、検出結果によって示される領域に対して、再度物品
の認識を行う。そして、認識部１１０は、認識結果を検出部１２０に出力する。
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【０１０８】
　検出部１２０は、第２の実施の形態に係る検出部１２０と同様に、認識漏れの可能性が
高い領域を検出する。また、検出部１２０は、第２の実施の形態に係る検出部１２０と同
様に、誤認識された物品の物品画像領域３２を検出する機能を更に有してもよい。
【０１０９】
　また、検出部１２０は、所定の回数、認識部１１０から認識結果を受信したか否かを確
認する。そして、所定の回数、認識結果を受信している場合、検出部１２０は、検出結果
と、受信した認識結果とを表示制御部３１０に出力する。
【０１１０】
　例えば、所定の回数が１回の場合、検出部１２０は、最初の認識結果を受信後、認識漏
れまたは誤認識の領域を検出し、検出結果と、受信した認識結果と、物品の認識を行った
撮影画像とを、表示制御部３１０に出力する。
【０１１１】
　表示制御部３１０は、検出部１２０から検出結果と、認識結果と、撮影画像とを受信す
る。そして、表示制御部３１０は、検出結果によって示される領域を示す情報を、表示部
５１０に表示させる。表示制御部３１０は、例えば、検出結果によって示される領域を示
す画像を、受信した撮影画像を用いて生成し、または、該領域を示す画像を受信した撮影
画像から抽出し、表示部５１０に表示させる。
【０１１２】
　また、表示制御部３１０は、上記領域に存在する可能性がある物品の候補（修正候補と
呼ぶ）を、以下の（１）～（３）の少なくとも何れかに基づいて決定する。
（１）過去の陳列結果、
（２）什器において推奨される棚割りの情報、
（３）認識部１１０が既に認識した物品（受信した認識結果）。
【０１１３】
　例えば、表示制御部３１０は、検出結果によって示される領域の周囲の領域に配置され
た物品を、受信した認識結果より特定する。そして、表示制御部３１０は、この周囲の領
域に配置された物品を、修正候補として決定する。
【０１１４】
　そして、表示制御部３１０は、決定した修正候補の物品を示す物品画像を、記憶部２２
０から取得する。そして、表示制御部３１０は、取得した物品画像をユーザに選択可能に
表示部５１０に表示させる。
【０１１５】
　また、表示制御部３１０は、受信した認識結果に基づいて、各物品の重複度合（類似度
合）を算出し、該重複度合に基づいて、修正候補を決定してもよい。例えば、表示制御部
３１０は、検出結果によって示される領域が含まれる段に陳列された物品の種類の重複度
合を算出し、重複度合がより高い種類の物品を、修正候補として決定してもよい。このと
き、決定した修正候補は、認識結果に含まれる物品であってもよいし、認識結果には含ま
れないが記憶部２２０に情報が格納された物品であってもよい。
【０１１６】
　また、表示制御部３１０は、修正候補として表示部５１０に表示させる物品に対して、
認識結果と、什器に陳列された物品の陳列に関する条件を示す情報、発注情報、および、
売上情報、の少なくとも何れかと、に基づいて尤度を決定してもよい。そして、表示制御
部３１０は、決定した尤度に基づいて、修正候補を決定してもよい。
【０１１７】
　ここで、什器に陳列された物品の陳列に関する条件を示す情報とは、例えば、同一の物
品名を有する物品は、連続して並ぶという条件、および、同一の種類の物品は、近接した
位置に陳列されるという条件である。
【０１１８】
　これにより、表示制御部３１０は、表示部５１０に表示する修正候補を絞り込むことが
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できる。
【０１１９】
　なお、表示制御部３１０は、表示部５１０に表示させる修正候補を、上記領域に存在す
る可能性が高い順に表示することが好ましい。これにより、画像処理装置３００は、修正
候補のうち、上記領域に存在する可能性が高い物品を、よりわかりやすく、ユーザに提示
することができる。
【０１２０】
　なお、表示制御部３１０は、この領域に存在する可能性が高い順を、該領域との距離が
近い位置に配置された物品の物品名および／または物品の種類に基づいて、決定してもよ
い。
【０１２１】
　また、表示制御部３１０は、この領域に存在する可能性が高い順を、この領域に対する
物品の認識結果に含まれる認識スコアに基づいて、決定してもよい。このとき表示制御部
３１０は、この領域に対して、再度物品の認識を行うように認識部１１０に指示し、この
領域に対する物品の認識結果を受信する。この認識結果には、該領域に存在する可能性が
高い物品が、認識スコアと共に複数含まれることが好ましい。そして、表示制御部３１０
は、認識結果に含まれる複数の物品の認識スコアの高い順を、上記領域に存在する可能性
が高い順として決定する。
【０１２２】
　そして、表示制御部３１０は、決定した修正候補を、表示部５１０に、ユーザに対して
選択可能に表示させる。なお、表示制御部３１０が、表示部５１０に表示させる修正候補
の数は特に限定されない。
【０１２３】
　また、表示部５１０に表示させた修正候補に、ユーザが求める物品が含まれていなかっ
た場合、表示制御部３１０は、表示部５１０に、記憶部２２０に記憶された物品画像を、
ユーザに選択可能に表示してもよい。また、ユーザが求める物品の物品画像が記憶部２２
０に格納されていない場合、表示部５１０は、入力部５２０から送信されるユーザの指示
に基づいて、物品画像を記憶部２２０に登録してもよい。
【０１２４】
　また、表示制御部３１０は、表示部５１０に表示させた画像を示す情報と、受信した認
識結果とを、修正部３２０に供給する。
【０１２５】
　修正部３２０は、入力部５２０が検知した入力操作を示す入力操作信号を、受信する。
また、修正部３２０は、表示制御部３１０から、該表示制御部３１０が表示部５１０に表
示させた画像を示す情報と認識結果とを受信する。そして、修正部３２０は、受信した入
力操作信号によって示される、表示部５１０に表示された物品の候補に対する選択結果に
基づいて、前記認識結果を修正する。
【０１２６】
　表示制御部３１０が認識漏れの領域に対する修正候補を表示部５１０に表示させた場合
、修正部３２０は、ユーザによって選択された修正候補に関する情報を、認識結果に追加
する。また、表示制御部３１０が誤認識の物品の領域に対する修正候補を表示部５１０に
表示させた場合、修正部３２０は、認識結果のうち、検出部１２０によって誤認識と判定
された物品に対する情報を削除する。そして、修正部３２０は、ユーザによって選択され
た修正候補に関する情報を、該認識結果に追加する。これにより、認識部１１０は、新た
な認識結果（修正した認識結果）を出力することができる。
【０１２７】
　修正部３２０は、修正した認識結果を、物品の認識を行った撮影画像に対する物品の認
識結果として、記憶部２２０に格納する。修正部３２０が記憶部２２０に格納した認識結
果は、次に同じ什器を撮影した撮影画像の認識結果から見て、過去の陳列結果となる。し
たがって、認識部１１０、検出部１２０および表示制御部３１０は、この過去の陳列結果
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に基づいて、各部の処理を行うことができる。
【０１２８】
　図９～図１１は、夫々、本実施の形態に係る画像処理装置３００の表示制御部３１０に
よって、表示部５１０に表示された表示画像の一例を示す図である。図９に示す通り、表
示制御部３１０は、撮影画像のうち、認識漏れおよび／または誤認識の領域を示す情報を
、表示部５１０に表示させる。図９では、表示制御部３１０は、略矩形の太枠（前述した
物品画像領域３２）が表示されていない領域を認識漏れおよび／または誤認識の領域とし
て示している。
【０１２９】
　ユーザが、表示制御部３１０は、認識漏れおよび／または誤認識の領域の部分を選択（
例えば、タップ）すると、入力部５２０は、ユーザによって選択された位置を示す情報を
入力操作信号として、画像処理装置３００に送信する。修正部３２０は、入力部５２０か
ら送信された入力操作信号から、選択された領域を特定し、該領域を示す情報を表示制御
部３１０に送信する。表示制御部３１０は、修正部３２０から受信した情報に基づいて、
ユーザによって選択された、認識漏れおよび／または誤認識の領域の画像を、表示部５１
０に表示させる。例えば、ユーザが図９における「チョコレートＣ」の部分を選択した場
合、表示制御部３１０は、図１０の左側に示す通り、「チョコレートＣ」の部分の画像を
表示部５１０に表示させる。この図１０の左図は修正を行う対象の領域を示しているため
、修正対象領域とも呼ぶ。
【０１３０】
　そして、表示制御部３１０は、図１０の右側に示す通り、この修正対象領域に対する修
正候補を、表示部５１０に選択可能に表示させる。
【０１３１】
　そして、ユーザが、画面に表示された修正候補の何れかを選択すると、修正部３２０は
、選択結果に基づいて、認識結果を修正する。
【０１３２】
　なお、表示制御部３１０は、図９に示した画面の代わりに、図１１に示すような認識漏
れおよび／または誤認識の領域のみからなる画像を表示部５１０に表示させてもよい。
【０１３３】
　また、表示制御部３１０は、図９の画面および図１０の画面、または、図１１の画面お
よび図１０の画面を、１つの画面上に表示させてもよい。
【０１３４】
　（画像処理装置３００の動作の流れ）
　次に、図１２を参照して、画像処理装置３００の動作の流れについて説明する。図１２
は、本実施の形態に係る画像処理装置３００の動作の流れの一例を示すフローチャートで
ある。
【０１３５】
　ステップＳ１１からステップＳ１４は、第２の実施の形態に係る画像処理装置２００の
動作におけるステップＳ１からステップＳ４と同様の処理であるため、説明を省略する。
【０１３６】
　ステップＳ１４終了後、検出部１２０は、所定の回数、認識部１１０から認識結果を受
信したか否かを確認する（ステップＳ１５）。所定の回数、認識結果を受信していない場
合（ステップＳ１５にてＮＯ）、認識部１１０は、検出部１２０による検出結果によって
示される領域に対し、物品の再認識を行う（ステップＳ１６）。そして、検出部１２０は
、再度ステップＳ３を実行し、認識漏れの領域を検出する。
【０１３７】
　所定の回数、認識結果を受信した場合（ステップＳ１５にてＹＥＳ）、表示制御部３１
０は、修正候補を画面に表示させるよう表示部５１０を制御する。そして、表示部５１０
は、画面に修正候補を表示する（ステップＳ１７）。
【０１３８】



(18) JP 6620755 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

　ユーザが、画面に表示された修正候補の何れかを選択すると、修正部３２０は、選択結
果に基づいて、認識結果を修正する（ステップＳ１８）。そして、修正部３２０は、認識
結果を記憶部２２０に格納し、処理を終了する（ステップＳ１９）。
【０１３９】
　（効果）
　本実施の形態に係る画像処理装置３００は、上述した第１および第２の実施の形態に係
る画像処理装置と同様の効果を得ることができる。
【０１４０】
　また、オペレータ（ユーザ）に認識結果の修正を行わせる場合、認識対象の物品のマス
タの数が増えると、ユーザが行う修正作業が煩雑になってしまう。しかしながら、本実施
の形態に係る画像処理装置３００は、表示制御部３１０が検出部１２０によって検出され
た領域に存在する可能性がある物品の候補を選択可能に前記画面に表示させる。そのため
、本実施の形態に係る画像処理装置３００は、ユーザによる修正作業の煩雑さを低減させ
ることができる。これにより、画像処理装置３００は、ユーザの負担を増やすことなく、
より精度の高い棚割りを示す情報を、撮影画像から取得することができる。
【０１４１】
　なお、本実施の形態では、表示制御部３１０が画像処理装置３００内に内蔵されること
について説明を行ったが、表示制御部３１０は、画像処理装置３００とは別個の表示制御
装置として実現されるものであってもよい。この表示制御装置は、陳列された物品を撮影
した撮影画像のうち、該物品が認識されなかった領域であって、物品が陳列されている可
能性がある領域を、物品が認識されていない領域として表示部５１０の画面に表示させる
。これにより、表示制御装置は、ユーザに認識漏れが発生している蓋然性の高い領域を、
提示することができる。
【０１４２】
　＜ハードウェアの構成例＞
　ここで、上述した各実施の形態に係る画像処理装置（１００、２００、３００）を実現
可能なハードウェアの構成例について説明する。上述した画像処理装置（１００、２００
、３００）は、専用の装置として実現してもよいが、コンピュータ（情報処理装置）を用
いて実現してもよい。
【０１４３】
　図１３は、本発明の各実施の形態を実現可能なコンピュータ（情報処理装置）のハード
ウェア構成を例示する図である。
【０１４４】
　図１３に示した情報処理装置（コンピュータ）１０のハードウェアは、以下に示す部材
を備える。
・ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１、
・通信インタフェース（Ｉ／Ｆ）１２、入出力ユーザインタフェース１３、
・ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１４、
・ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１５、
・記憶装置１７、及び
・コンピュータ読み取り可能な記憶媒体１９のドライブ装置１８。
また、これらはバス１６を介して接続されている。入出力ユーザインタフェース１３は、
入力デバイスの一例であるキーボードや、出力デバイスとしてのディスプレイ等のマンマ
シンインタフェースである。通信インタフェース１２は、上述した各実施の形態に係る装
置（図１、図２および図８）が、外部装置と、通信ネットワーク２０を介して通信するた
めの一般的な通信手段である。係るハードウェア構成において、ＣＰＵ１１は、各実施の
形態に係る画像処理装置（１００、２００、３００）を実現する情報処理装置１０につい
て、全体の動作を司る。
【０１４５】
　上述した各実施の形態は、例えば、上記各実施の形態において説明した処理を実現可能
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なプログラム（コンピュータプログラム）を、図１３に示す情報処理装置１０に対して供
給した後、そのプログラムを、ＣＰＵ１１に読み出して実行することによって実現される
。なお、係るプログラムは、例えば、上記各実施の形態の説明において参照したフローチ
ャート（図６、図１２）に記載した各種処理や、或いは、図１、図２および図８に示した
ブロック図において当該装置内に示した各部（各ブロック）を実現可能なプログラムであ
ってもよい。
【０１４６】
　また、情報処理装置１０内に供給されたプログラムは、読み書き可能な一時記憶メモリ
（１５）またはハードディスクドライブ等の不揮発性の記憶装置（１７）に格納されても
よい。即ち、記憶装置１７において、プログラム群１７Ａは、例えば、上述した各実施の
形態における画像処理装置（１００、２００、３００）内に示した各部の機能を実現可能
なプログラムである。また、各種の記憶情報１７Ｂは、例えば、上述した各実施の形態に
おける撮影画像、物品を認識するための情報、認識結果、検出結果、什器情報、売上情報
、発注情報、物品画像等である。ただし、情報処理装置１０へのプログラムの実装に際し
て、個々のプログラム・モジュールの構成単位は、ブロック図（図１、図２および図８）
に示した各ブロックの区分けには限定されず、当業者が実装に際して適宜選択してよい。
【０１４７】
　また、前記の場合において、当該装置内へのプログラムの供給方法は、以下のような現
在では一般的な手順を採用することができる。
・ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）－ＲＯＭ、フラッシュメモリ等のコンピュータ読み
取り可能な各種の記録媒体（１９）を介して当該装置内にインストールする方法、
・インターネット等の通信回線（２０）を介して外部よりダウンロードする方法。
そして、このような場合において、本発明の各実施の形態は、係るコンピュータプログラ
ムを構成するコード（プログラム群１７Ａ）或いは係るコードが格納された記憶媒体（１
９）によって構成されると捉えることができる。
【０１４８】
　以上、本発明を、上述した模範的な実施の形態およびその実施例に適用した例として説
明した。しかしながら、本発明の技術的範囲は、上述した各実施の形態及び実施例に記載
した範囲には限定されない。当業者には、係る実施の形態に対して多様な変更または改良
を加えることが可能であることは明らかである。そのような場合、係る変更または改良を
加えた新たな実施の形態も、本発明の技術的範囲に含まれ得る。そしてこのことは、請求
の範囲に記載した事項から明らかである。
【０１４９】
　この出願は、２０１４年１０月２３日に出願された日本出願特願２０１４－２１６１１
７を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【０１５０】
　１００　　画像処理装置
　１１０　　認識部
　１２０　　検出部
　２００　　画像処理装置
　２１０　　受信部
　２２０　　記憶部
　３００　　画像処理装置
　３１０　　表示制御部（表示制御装置）
　３２０　　修正部
　４００　　撮像装置
　５００　　表示操作装置
　５１０　　表示部
　５２０　　入力部
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　３１　　物品
　３２　　物品画像領域
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